
1 .長野県下におけるゴルフ場開発の現状

と開発規制の制度

l ゴルフ場開発の現状

(1) ゴルフ場開発状況

① 本県の開発状況

-g r:=- 陀量(長野県環境自然保護課)

・本県のゴルフ場数、面積及び面積比率は、資料 1-1のとおり。

現在、本県においてもゴルフ場開発が盛んである。

-地域別ゴルフ場開発状況は資料 1-2、市町村別ゴルフ場面積一覧は資料2、ゴルフ場位置図

は賃料3のとおりである。

地域的には、佐久、諏訪、長野地域等に偏在が見られる。

-ゴルフ場開発の年度別推移は、資料4-1のとおり。

昭和48年のオイルショック以前の計画により造成中であったもののオープンが、昭和54年まで

続いた(第 2次ゴルフ場開発プーム)が、その後数年開発がなく、最近第 3次ブームといわれる

状況となっている。

なお、昭和63年度の新規オープンがOカ所であるのは、計画の一部変更に伴い、長野県環境鹿

響評価指導要綱に基づく環境影響評価(以下「環境アセスメント」という。)の慎重な再実施が

大きな一つの要因で、オープン予定時期が次年度にずれ込んだためである。

参考に、ゴルフ場利用者数の推移を資料4-2に示した。

ゴルフ場利用者数は、昭和50年からの12年間に本県では 2.7倍(全国では1.8倍)となってい

る。

② 全国の開発状況

・全国のゴルフ場数、面積及び面積比率は、資料5のとおり。

関東地方を中心に大都市近郊に集中が見らる。

-本県と全国の開発状況の比較は、資料6のとおり。

比較の指標としては、単に対県土面積比率で比較することは、県土の広狭、地形等により必ず

しも適当でないので、一つの方法としてゴルフ場開発の対象地として標高1600m未満森林面積を

算出し、これに対する比率でも比較した。

森林面積を採用した理由は、現在までに本県の環境アセスメントの対象となったゴルフ場30 

カ所の平均的な土地利用率をみると、その 96%程が森林であるからであり、また標高16∞m未

満とした理由は、後述のとおり県自然保護条例上の基準改正により、標高1600m以上の地域はゴ

ルフ場開発のできない地域としたためである。

本県は、計画中も含めた箇所数では全国 8位であるが、面積比率ではいずれも全国平均程度で

あり中位にあるといえる。



@ 今後の開発構想、及び市町村の姿勢

開発構想については、常時変動しているものであり、その熟度にも大きな程度の差があるため、

正確な数は把握し難いものであるが、各種調査により 40-50カ所ともいわれている。

これらに対する市町村の姿勢は、その地域振興効果への期待等から、概して積極的なものが多

い。しかし、最近一部町村で、町村全体の長期的構想、環境保全面から慎重に検討しようとの動

きがみられる。

④ ゴルフ場が地域経済に及ぼす効果

ゴルフ場が地域経済に及ぼす効果について、既設のゴルフ場へ照会し回答を集計した結果は、

賢料7のとおり。

所在市町村及び近隣市町村を併せて、 80入弱の雇用及び約3億円の経済効果があることと推計

される。

経費欄で県外比率の多いものは、本社扱い或いは県外業者への委託等である。

その外に、村道の整備(舗装)、簡易水道の設置、周辺地の宿泊・飲食施設の利用者の増加、

土産品・特産品(りんご、漆器等)の販売 'PR等の効果について実例の回答があった。

また、本社扱いのものを地元で調達できるかを検討中との回答もあった。

(2) ゴルフ場開発に関する最近の問題

① ゴルフ場開発に関する問題として提起されている事項

最近の第3次ゴルフ場開発プ ムといわれる急激な開発状況のなかで、水揮地の汚染、災害の

危険性等、ゴルフ場開発による諸問題が提起されている。

とりわけ農薬等による水質汚染の悪念が、県内のゴルフ場計画においても数カ所で出されてい

る。

② ゴルフ場の農薬等の使用状況

県において既設のゴルフ場50カ所について、昭和62年度の農薬・肥料等の使用状況を調査した

結果は貰料 8のとおり。

これによると、農薬を殺菌剤、殺虫剤、除草剤に分けると、殺菌剤の使用が多く、場所別では

グリーンでの使用が多い。なお、ゴルフ場により使用量に大きな差がある。これはそれぞれ植生

が異なり、また害虫の異常発生等の特殊事情からでもある。また、この調査結果を見て、環境1%

響上からはもちろん、経費の面からも、大量散布について再検討しているとのゴルフ場経営者の

声もある。

農薬取締法の無登録農薬の使用、あるいは芝登録のない農薬の使用例があったが、これは従来、

ゴルフ場倒として、ゴルフ場は非農耕地であり、登録されていない薬剤の使用も可能であるとい

う認識もあったと考えられる。今後は、昭和63年9月の農水省通知及びこれに伴う県の指導要綱

(後述)に基づき、登録農薬の使用が義務付けられるものである。

なお、使用量を単純に農作物と比較することには種々問題があるが、参考に県内販売総量ある

いは入荷実績量の比率を記載した。
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2 ゴルフ場開発に対する規制

(1) 現行の規制(個別規制)の内容

① 関係法令による許認可

ゴルフ場開発に関する主な法規制は貰料9-1のとおりで、それぞれ該当する法令によって規

制されている。

資料9-2の「ゴルフ場開発に係る手続き流れJで、環境アセスメント対象面積が80 h a以

上とされていることについては、従来9ホール程度のゴルフ場は周囲に与える影響が少ない、ま

た増設の場合は環境に対する新たな影響は少ないという考えからであったが、近時の状況を見る

と、基準面積を引下げることの検討も必要ではないかと考えている。

② 県環境影響評価指導要綱による環境アセスメント

環境彦響評価手続きの流れは、資料10のとおり。

本県では、昭和 59年に制度化したが、全国的にみると、同様な要綱、条例等が 22都道府県

4政令市で制定されている。

環境アセスメント制度は、環境汚染の未然防止のため、事業の実施前に、事業の環境に及ぼす

影響について、事業者が十分調査し、どのような影響があるか、どのような措置が必要かを公表

して、住民や知事の意見を聞いて対策を講じようとするものである。

環境アセスメントのねらいは、環境に対する幅広い配慮とその配慮の過程に地域住民を関与さ

せることである。そのため、情報公開及びその周知と意見陳述の手続きの仕組みを定めている。

したがって事業者には、住民とのコミュニケーション、適切な情報の置供、誠意ある対応が期

待されるものである。

事業者が環境アセスメントを行う理由であるが、

公害裁判等でその司法的責任は、事業者の事前のアセスメントの不備が根拠とされた経過もあ

り(汚染者負担の原則)、大規模事業の実施に伴う環境への影響について、自らの責任と負担で

配慮することは当然であるとされている。例えば、井戸等の水源の代替、貴重植物があった場合、

それに対する計画の変更等、事業を実施する者自らが対応するのが適当と考えられている。

なお、事業者自らが行う場合その客観性が問題となるが、その担保としては、環境アセスメン

トの技術委員会による現地調査を含めた検討、さらには住民、市町村長、知事それぞれの意見に

対する対応が定められている。技術委員会は、各環境専門分野の学識経験者 1O;gにより構成さ

れている。

③ 県自然保護条例による届出及び自然保護協定

条例により、大規模開発行為として届出対象となっている。

届出のあった開発に闘し、自然環境保全上必要な事項について、事業者、市町村長、及び知事

の間で自然保護協定を締結している。

また同協定により、事業の途中の廃止等に伴い、知事が代って施工する植生回復又は防災工事

の施工に必要な資金を担保するための保証金として、事業者にその土地の改変面積に応じた金額

を定期預金に組ませ、これに知事の質権を設定させているが、その額は平均して lゴルフ場当り

l億円弱となっている。
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@ 同条例上の基準改正の内容及び期待効果

同条例上の基準改正の内容は、資料11のとおり。

この基準は、届出された開発が、自然環境保全上満たすべき具体的要件を定めているもので、

昭和63年6月に改正した。

そのねらいの一つは、市町村長の同意について、従来は単に個々の開発に関して、その直接的

な自然環境への膨響の意見を求めていたものであるが、今後は市町村全体の土地利用の長期的構

想、等との調和の観点、も含めて、開発についての可否の意見を求めることと Lた。これにより、市

町村内のゴルフ場開発について、長期的総合的視点から判断をしてもらおうとするものである。

土地利用の長期的構想等としたのは、単に行政事務的な同意ではなく、議会或いは住民代表の意

思を反映することを期待したものである。

二つ目は、土量、樹林等できるだけ自然地形を改変しない造成をするように基準を設けたこと

である。逆にいうと、基準をクリアできない場所は、ゴルフ場開発の不適地として開発を抑制し

ようとしたものである。

この基準は、全国的にも相当厳しいものであり、これにより相当数の構想が実現できないこと

となる場合もあると予想している。

@ 農薬等の安全使用等に関する指導要綱の制定

農薬等の安全使用等に関する指導要綱は、資料12のとおり。

2月9目、ゴルフ場における農薬の適正な使用、使用状況の報告、水質監視等を盛り込んだ指

導要綱を制定し、 4月 1日から施行することとしている。

これは、単に農薬取締法に基づく指導のみでなく、水質監視、水質測定、着色剤使用について

の規定も含む指導要綱である。

(2) 総量規制

① 総量規制の内容及び必要性

ゴルフ場開発は、個別の法令等による規制を受けて行われるものであり、その限りでは各個別

規制基準を満たした適法なものであるが、総量規制とは、それらが多数となった場合に、個別規

制を満たすか否かにかかわらず、一定数以上の開発を抑制する制度である。

ゴルフ場において総量規制が必要とされる理由としては、一つは経済的容量(需要量)を超え

た開発による荒廃遊休ゴルフ場発生防止があげられる。もう一つは、自撰環境的容量(良好な自

然環境を保つための開発許容量)からの規制が考えられる。

しかし、これらの開発許容量については主観的な要素もあり、科学的に定量化することはむず

かしく、どの程度の数量をもってゴルフ場開発が開発許容限度を超えており、総量規制を必要と

すると判断するかは、困難な問題である。

② 全国における総量規制実施状況

全国における総量規制実施状況は、貰料13のとおり。

第2次ブーム時に凍結・総量規制等の規制が実施され、その後昭和60年前後にこれを緩和した

県が多いが、最近再び規制を強化する例もみられる。

また、原則擁結としているものには、かなりの例外を設けてあり、これはゴルフ場未設置市町

村に一場を認める(一市町村一場)ものと同様に県内の開発地の偏在の是正をも目的としている。
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③ 総量規制の問題点及び課題

総量規制については、法的根拠が明確でないこと、規制基準の科学的根拠がないこと、さらに

は先行ゴルフ場及び市町村と後尭のそれとの均衡等の問題点がある。

特に具体的規制基準については、規制を実施している各県とも合理的根拠をもって実施したも

のでなく、そのためいったん規制した総量を開発状況によって上乗せ改正している例も見られる。

総量規制を実施する場合には、他県の規制例を十分参考にし、一定率等による一律規制による

問題点も考え、本県及び各地域の社会的、自然的特性に配慮した基準を検討することが必要であ

ると考えられる。

3 まとめ

ゴルフ場は、自然環境を大きく改変する大規模な開発行為であるが、反面、地域振興上の期待も大

きなものがある。

今後とも、ゴルフ場開発が自然環境の保全に十分配慮するよう指導するとともに、ゴルフ場開発に

伴う功罪両面の種々の問題についてのリーズナフソレな議論に基づき、今後の開発のあり方についての

コンセンサスを得て、本県の誇る豊かな自然環境を後世に残して行けるよう努めたいと考えている。

本報告は、行政の立場から、その議論ための資料提供を主体とし、若干の見解を述べたものである。
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資料 1-1 

本県のゴルフ場数、面積及び面積比率 元年 1月現在

既 設 造 成 中 計画中 lロL 計

箇 所 数(カ所) 5 0 (2) 1 1 (1) 2 0 (3) 8 1 

面 積(h a ) 4.833.5 1.393.6 2.532.3 8.759.41 

対県土面積比率( %) O. 3 6 O. 1 0 O. 1 8 O. 6 4 I 

(注) 1 r計画中」とは、環境アセスメント実施中のものをいう。
2 箇所数の( )内は、既設ゴルフ場の増設箇所の外書である。

内

資料 1-2 
地域別ゴ ル フ 場 開 発 状 況

ゴルフ場数及び面積 圏内面積 ゴルフ場面積比率
広域市

既 設 造成中 計画中 ~入3 計 標高1600 対圏内面積 対森林面積 l

圏内面積 m未満

町村圏 箇 所 箇 所 箇 所 箇 所 森林面積 既設 合計 既設 合計l

面積 Al 面 積 面 積 面積位 B C Al/B 位/B A1/C 位/C

1 3 7 5 25 ha ha % % 
1.3%9|i3.0% 7 佐久 1.2幻.1 915.1 569.7 2.711.9 159.354 88.309 O.π 1. 70 

2 。 l 3 
o利0.54上小 158.4 。 158.1 316.5 回.277 58.860 0.18 0.36 

8 1 0 
諏訪 817.5 132.7 133.0 1.083.2 71.484 38.121 1.14 1.52 2.14 2.84 

4 。 2 6 
上伊那 448.3 o 192.3 640.6 135.044 π.940 0.33 0.47 0.58 0.82 

5 o 4 9 
飯伊 532.7 o 535.1 1.067.8 192.9凶 141.991 O.沼 0.55 0.38 0.75 

4 。 。 4 
木曽 447.7 。 。447.7 168.689 128.103 0.27 0.27 0.351 0.35 

4 2 1 7 
松本 363.3 274.7 166.0 804.0 175.399 89.525 0.21 0.46 0.41 0.90 

1 o 1 2 
大北 40.0 。 99.0 139.0 110.245 65.846 0.04 0.13 0.06 0.21 
一

7 1 5 1 3 
長野 610.5 71.1 679.1 1.3印.7 156.316 94.046 0.39 0.87 0.65 1.45 

2 。 。 2 
北信 1邸 .0 O o 188.0 1∞.748 64.661 0.19 0.19 0.29 0.29 

5 0 1 1 2 0 8 1 
合計 4.833.5 1.393.6 2.532.3 8.759.4 1.358.462 847.402 0.36 0.64 0.57 1.03 
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市町村別ゴルフ場面積一覧表(NO 1) 

市町村
ゴルフ場箇所数及び面積 対総画員比率 ゴ Jレ フ 場 名

市町村名 既設 造成中 計画中 自十 既設 合計
総田空

箇所而積 B館所面積c箇 所 面 積 D箇 所面 積 E8/A E/A 
既 設

1牟礼村 3.協 2 1お 。h a o 2 t&.~ 4 3ね 3.~ 8.話長野国際99.0飯綱高鷲包8.5

2売木村 4.435 1幻.8 。 。 129.0 2 2治.8 2.88 5.79 うる古川ヌポlZ7.8

3軽弁沢町 15.569 5 585.7 Ull 162.7 。 01(1)6 748.4 3.76 4.81 需253・9卓持者れも.伊沢ア州5.0

4ニ水村 3.566 。 。。 。 162.0 162.0 。4.54 

5望月町 12.728 3 お8.3 130.5 120.5 5 519.3 2.11 4.08 サニー90.0望月94.0 ヴィラ額制.3

~ 豊科町 3.7'11 。 。 122.3 。 。1 122.3 。3.22 

7下条村 3.826 。 。o 。 123.0 123.0 。3.21 

8御代田町 6.1日 82.5 。 。 81.0 2 163.5 1.34 2.66 大浅/l:羽2.5

9南牧村 13.340 71.0 1 145.0 128.4 3 344.4 0.53 2.58 八ヶ岳高取71.0

10 畳田村 3.455 88.0 。 。。 。 88.0 2.55 2.55 斑尾高原88.0

11 諏訪市 10.991 2 254.2 。 。。 。2 お4.2 2.31 2.31 国糊1∞.0 取訪問.2※
』ミ

12 大岡村 4.629 101.8 。 。。 。 101.8 2.20 2.20 南慰H01.8
， 

13 高森町 4.529 96.0 。 。。 。 96.0 2.12 2.12 高森96.0
トーーー

14 茅野市 26.捌 5 363.8 (1)1 132.7 。 01(1)6 496.5 1.37 1.87 器購:l崎真 観 縦 三 葉 の 鰯 ヰU

15 極尻市 η.236 133.6 。 。
1“.0 2 泊9.6 0.78 1.74 信Ji岨嶺高原133.6※

16 高遺町 13.926 134.8 。 。 97.3 2 232.1 0.97 1.67 中央卸青宮崎134.8※

17 立科町 6.ω1 。 。 1!17.5 。 。 1!17.5 。1.62 

18 平谷村 7.747 123.4 。 。。 。 123.4 1.59 1.59 平谷高原123.4

19 自国町 8.341 。 。。 。 130.0 130.0 。1.56 

20 川上村 20.867 93.4 116.6 1ω.0 3 313.0 0.45 1.50 7M¥'{，A.4 

21 富士見町 14.437 82.0 。 。 133.0 2 215.0 0.57 1.49 富士見高原:82~O

n 阿南町 12.394 。 。。 。 182.1 182.1 。1.47 

n 小樽町 11.497 33.0 lZ7.3 。 。2 1ω.3 0.29 1.39 Ij畑出宇沢33.。
M 岡谷市 8.519 3 117.5 。 。。 。3 117.5 1.38 1.38 阪訪レイ畑106.0開方11.1※信州塩繍高原:0.4※

25 長 野 市 40.側 2 2b7.1 。 。2 Z71.5 4 538.6 0.66 1.33 長野96.0川中島ロ1.1

2b 小路市 9.ω1 。 。 125.5 。 。 125.5 。1.33 

元年 1月現在

及 ぴ 函 積

造 成 中 2十 西 中

盟轍12F
南信濃129.。

館東f地銀:;
三水162.0

来急望月130.5 ロイtn;琴科120.5

安曇野とよしな122.3提

飯田123.0

軽井沢森泉.81.0

清野辺の里145.。西洋八ヶ岳128.4

蓄懇親思議官・5

塩尻166.0

タカトオ'l'J・-J.97.3

立科芙蓉1!17.5

臼回ゴルフ130.0

八ヶ岳高防助ミ116.6川上103.0

富士見ドヨー133.。
7仰ー阿南182.1

松原湖高原lZ7.3

議議願望i~.o
小路高原125.5

蹄
主

トヨ



αコ

市町村別ゴルフ場面積一覧表(NO 2) 

ゴルフ場箇所数及び関税 対総面積比率 iゴ Jレ フ 渇

市町村名
市町村

既段 造成中 計 画 中 n 既段 合計
総面警

箇所面積 B箇所函積 C箇所函積 D箇所面積EB/A E/A 
既 設

7J 束郡町 8.ぬ 。 h a o 。 h a o 宅 1.益

28 ニ岳村 12.058 158.0 。 。 。 。 1 158.0 1.31 1.31 木首御岳158.0

m 根羽村 8.S開 114.5 。 。 。 。 1 114.5 1.Z1 1.7J 東名根羽114.5

30 浪合村 5.612 71.0 。 。 。 。 71.0 1.Z1 1.Z1 あららき官源71.0

31 日義村 5.625 69.8 。 。 。 。 的.8 1.24 1.24 木曽駒高原ω.8

32 丸子町 10.562 85.7. 。 。 (1) 39.2 U)1 ロ4.9 0.81 1.18 信州丸子高原85.7

33 伊那市 20.875 2 130.5 。 。 95.0 3 225.5 0.63 1.08 信州棚豆腐70.5※伊酢ー湖.。

34 南箕掛す 4.075 1 42.9 。 。 。 。 1 42.9 1.05 1.白 信m伊苅国際位.9※

35 穂高町 14.621 2 146.6 。 。 。 。 2 146.6 1.∞ 1.∞ 臨部4.4 あずみ野82.2

36 松本市 26.4ω 83.1 2 1与;2.4 。 。 3 235.5 0.31 0.89 松相3.1

" 
駒ヶ根市 16.353 140. 1 。 。 。 。 1 140.1 0.86 0.86 駒ヶ根140.1

38 更 埴 市 7.8日 66.0 。 。 。 。 l 66.0 0.84 0.84 千曲高原66.0

39 信 漉 町 14.821 。 。 71.1 1 45.3 2 116.4 。 0.79 

40 木曽福伊T 15.(鵬 111.0 。 。 o 。 1 111.0 0.74 0.74 木曽駒高原字山111.0

41 開図村 14.939 108.9 。 。 。 。 1 1ω.9 O.η 0.73 木曽108.9

42 佐 久 市 19.315 93.2 o 。 。 。 1 93.2 0.48 0.48 佐久平93.2 ヨ

6 真田町 18.176 72.7 。 。 。 。 1 72.7 0.40 0.40 菅、m風花.7

44 山ノ内町 26.ω1 1 1∞.0 。 。 。 。 1 1∞.0 0.38 0.38 定演高原1∞.0

45 飯国市 29.923 。 。 。 。 101.0 101.0 。 0.34 

46 須 板 市 15.143 48.1 。 。 。 。 48.1 0.32 0.32 菅平ゲチン'48.1

c 大 町 市 46.416 40.0 。 。 99.0 2 139.0 O.ω 0.30 日向山高原40.0

48 ~1:.寝潰対す 2.595 。 。 。 。 (1) 6.8 (I) 6.8 。 0.26 

県 合 計1.358.462 関 4.833.5 (2111 1.393.6 (l印 2.532.3 (3熔18.官砂.4 0.36 0.64 

注県合計備で~:I入箇汚散は2市町村にまたがる重鎮箇所は 1箇所と数えた.

箇所数の( )は、既設ゴルフ場の地設の外書である.

※重複箇所

既設 ・諏訪(蹴方市.岡谷市) 造成中 ・安曇野とよしな(松本市.艶羽D

-中央通時ケ崎{茅野市.高遠町)

-信州塩樹高原{境尻市.岡谷市)

計画中 ・新長野(斡ut.信欄η

・信州{丸子(丸刊T.;ftM鮒)

名 及 ぴ 面 積

造 成 中 2十 西 中

浅間高原118.9

信州丸子申t.2話

棚防.0

鱗 mb.4※

東急斑尾.71.1 斯長野45.3※

飯田101.0

~tn>アス国際99.0.8対| 
信州丸子増部

」





資料 4-1 県内ゴルフ渇年度別推移

個所数 面 積 個所数 面 積

年度 新カ 設所 罪話 新 h 設a 
累 λ|年度 習意 罪話 新 h 設a 累

h 計a 

35 。 2 。 100.7 50 7 33 642.2 2.986.2 

36 3 50.0 150.7 51 2 35 254.6 3.240.8 

37 。 3 。 150.7 52 3 38 338.0 3.578.8 

38 3 6 266.5 53 4 42 405.4 3.984.2 

39 。 9 236.8 654.0 54 2 44 96.0 4.080.2 

40 。 9 。 654.0 55 。44 。4.080.2 

41 3 12 217.7 871. 7 56 。44 。4.080.2 

42 。12 。 871. 7 57 。44 。4.080.21 

43 13 93.2 964.9 58 。44 。4.080.2 

44 1 14 66.0 1.030.9 59 。44 。4.080.2 

45 。14 。 60 。44 。4.080.2 

46 2 16 473.1 1.504.0 61 3 47 365.4 4.445.6 

47 2 18 177.8 62 3 50 387.9 4.833.5 

48 5 23 434.5 2.116.3 63 。50 。4.833.5 

3 26 227.7 2.344.0 

資料 4-2 ゴルフ 場 利 用 者 数 の 推 移

全 国 長 野 県

価安禁!利用者受 l指 数 il個間利用者受 f旨 数

i50|i lOJ41689674i 10011 331 648.927! 100 

: 5 5 1. 416 54.087.9371 129.7 44 962.898 148. 4 

i 6 0 1. 496 68.159.393¥ 163.5 44 1.455，596 224.3 

6 1 1. 538 72.291.922: 173.41 ! 47i 1.552.273 

!621 1. 582 76.338.0281 183. 1 i I 50 1.741.355 

県内ゴルフ場数年度別推移 ゴルフ場利用者数指数

所

所
カ

カ

…
皿
設
計

新

累

-
園
園

『

tl

F

、u

30 

300 

150 

40 

250 

10 

200 
20 

。 10日
40 50 60 50 52 54 56 58 60 62 

年度年度

-10ー



資料 5 全国ゴルフ喝開発状況 昭狗63年9月1日現在

ゴ Jt- フ 場 数 対東土面積比率 臨前2年度完IJ用者数

県土面積 既 設 造成中 計画中 合計 面積比 全国.if({位
幸l問者数 毎時F 入師事宇単品菌兵 師事本喰品菌兵 師事喝菌兵 卸普争見弘菌兵 既努合1j関克合計

人
“ 

.:lti毎道 83.519 110 2.187 11.ω1 13 7!f7 1.“7 7 171 1.410 130 2.655 14.154 0.13 0.17 401 42 3.366.153 Zl.705 

青森 9.619 12 お7 1.079 18 140 36 174 14 261 1.393 0.11 0.14 421 43 251.133 21.838 

岩手 15.177 16 333 1.534 zl 126 2 45 ZlI 19 仰ラ 1.931 0.10 0.13 441 46 必4.335 21.856 

宮城 7.2':沼 30 567 2.m 2 zl 155 7 117 831 39 711 3.713 0.37 0.51 241 28 1.1似.037 35.049 

秋田 11.612 11 189 854 18 56 36 174 13 243 1.瓜40.07 O.ω 451 47 281.103 26.πz 

山形 9.立7 s 134 日8 9 16 6 126 7fiJ 151 2l:刃 1.330 0.06 0.14 471 44 194.248 
お割

福島 臼.784 35 720 4.2251 8 162 1.062 30 624 4.安調S ち 1.まあ 9.683 0.31 0.70 301 23 1.偽4.η5 26. 

茨城 6.ω4 68 1.494 7.013 17 333 1.847 41 783 3.989 126 2.610 12.849 1.15 2.11 7 31 4.523.α:XJ 54.4.94 

栃木 6.414 ω 1.828 8.U8 19 %。 2.044 8 216 1.135 107 2.必4II.7!f7 I.Zl 1.76 5 61 3.8ヨ9.976 38.αn 

群馬 6.356 G 袋詰S 4..ω7 臼 279 1.74.7 21 必5 2.fiJ5 π 1.650 9.019 0.72 1.42 14 101 2.193.克4 40.869 

埼玉 3.799 54 1.201 4.721 9 189 1.124 16 支:6 1.883 79 1.航路 7.728 1.24 2.m 6 41 1.343.496 20.136 

千葉 5.150 93 2.133 9.Zπ 19 378 2.∞1 67 1.312 7.4ω 179 3.823 18.738 1.80 3.“ 2 11 5.民自)，416 47.αl2 

東京 2.164 21 必5 1.4.91 。。。。。。21 紛5 1.491 O.的 0.69 151 24 1.294.913 57.552 

神奈川 2.402 521 1.152 4.61拘 。。。。。。521 1.152 4.680 1.95 1.95 51 3.432.142 53.臼7

新潟 12.579 z 日。 2.816 4 η 必4 2 36 '254 33 “8 3.4.74 0.22 0.28 351 37 包沼.442 Zl.615 

富 山 4.252 8 189 切3 2 63 345 4 99 714 14 351 1.562 0.12 0.37 4.11 33 429.71臼 40.930 

石 川 4.197 14 351 1.883 3 81 431 3 90 白8 20 522 3.α沼0.45 O.η 22 22 843.朗 43.掛

福井 4.192 7 171 682 2 45 210 9 216 892 0.16 0.21 38 40 396，449 41.731 

山梨 4.463 22 459 2.釘7 6 126 746 19 342 2.7m 4.7 信1 5.453 0.56 1.22 18 111 1.014.606 39.788 

長野 臼.585 50 1.038 4.834 11 234 1.認9 20 378 2.532 81 1.650 8.ち50.36 0.64 zl 251 1.74.1.355 30.197 

岐阜 10.596 50 1.107 5.531 15 288 1.985 30 549 3.825 95 1.944 II.341 0.52 1.07 191 14 2.623.889 42.fiJ5 

静岡 7.π3 81 1.719 8.3:刃 4 81 日6 4 1ω 655 m 1.史忠 9.4C氾 I.C厄1.21 8 121 4.2':あ.600 44.572 

愛知 5.138 40 初S 3.811 7 144 817 5 M 497 521 1.026 5.125 0.74 1.∞ 121 16 2.701.4.25 印.934

ニ宣 5.π8 41 918 4.809 9 188 1.229 18 ヌ刃 2.402 681 1.4t活 8.440 0.83 1.46 10 81 2.主犯.267 46.脱

滋 賀 4.016 32 71l 3.305 1 18 98 3 108 441 36 837 3.844 0.82 0.96 11 181 1.746.750 44.222 

京都 4.613 28 585 2.916 2 45 Zl6 6 108 757 36 738 3.949 0.63 0.86 171 20 1.280.弘4 39.401 

大阪 1.868 Q 846 2.862 。。。 18 119 G 民4 2.981 1.53 1.ω 3 71 2.ち8.834 58.699 

兵庫 8.宝76 111 2.259 12.侶4 20 423 2.622 釘1.880 13.吟4 218 4.562 28.470 1.44 3.40 4 21 5.596.(0) 44.590 

奈良 3.692 24 431 2.349 3 η 4.37 7 144 広1.6 M 647 3.712 0.64 1.01 161 15 1.184.257 49.4591 

在臨1J 4.725 2日 369 1.474 。。。5 90 471 25 459 1.945 0.31 0.41 29 31 934.342 45.578 

鳥取 3.494 9 153 1.α:6 1 18 120 3 54 あ9 日225 1.495 0.29 0.43 31 30 あ4.腕 31.164 

島根 6.628 7 117 454 。。。3 54 480 10 171 匁40.07 0.14 46 45 Z75.悶 42.311 

岡山 7.(朋 35 fiJ5 3.fiJ9 4 72 514 8 189 1.お5 47 926 5.438 0.52 0.77 20 21 1.462.幻宮 39.到

広島 8.467 41 738 3.71ω 2 45 338 21 459 3.435 64 1.24.2 7.533 0.44 0.89 2 191 1ぷ~.709 44.悶

山口 6.106 33 関4 3.似9 18 111 4 η 4ち 38 鎚4 3.633 0.50 0.59 21 26 1.424.286 43.1ω 

徳島 4.145 9 162 791 。。。4 99 483 13 261 1.Zl4 0.19 0.31 36 36 463.拐 51.5到

香川 1.882 16 ヌ:6 1.395 1 9 16 5 108 610 2 423 2.021 0.74 1.07 白日 881.829 51.872 

愛媛 5.672 25 396 1.846 1 18 105 36 226 zl 450 2.rπ 0.33 0.38 28 32 勿3.鈎4 44.268 

高知 7.107 9 171 182 1 zl 220 2 36 あ8 12 234 1.270 0.11 0.18 G 41 まあ，ち4 男.340
福岡 4.961 48 泌4 4.178 。。。5 1ω 6π 53 切2 4，855 0.84 0.98 91 17 2.599，179 54，150 

佐賀 2.433 日180 筑間 zl 140 2 45 %。 16 252 1.080 0.25 0.44 33 n 555.明 55.559 

長崎 4.112 17 252 1.101 3 54 2氾 12 65 21 318 1.416 O.Zl 0.34 32 35 620.008 44.286 

熊本 7.403 26 4π 2.6“ 36 153 10 お7 1.129 主7 720 3，948 0.36 0;53 26 zl 1. 429，a5 53.略

大分 6.338 21 認7 1.432 1 18 55 18 1臼 23 423 1.600 0.23 O.お 34 38 859.169 39.961 
宮筒 7，ち5 U 216 1.似5 4 η 4η 3 54 381 19 342 1.898 0.14 O.お 39 39 側7.065 ヲ7.255

思E島 9.166 18 351 1.ωs 5 90 524 171 1.郎D 32 612 3.ヨJ20.19 0.36 37 M 勿2.393 49.S(る

沖縄 2.お5 13 261 820 3 54 237 17 315 2.158 33 630 3.215 0.36 1.43 お 9 916.ち2 63.223 
dロs、音叫4 3π.815 1.気232.m 152.&氾 222 4.535 26.745 520110.帥 68.971 2.沼447.440 248.毘40.40 0.66 76.338.028 42.日5
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資料 6 ゴ ル フ 場 面積比率全国比較昭和63年9月1日現在

箇 所 数 対県土面積比率
対援高 16伽未満|
森 林 面 積 比 率

一
既設(カ所) 合計(カ所) 既設(%) 合計(%) 既設(%) 合計(%)

l兵 庫 111 兵 庫 218 神奈川1.95 千 業 3.64千 葉 5.46千 葉 11.02
2北海道 110 千 葉 179 千 葉1.80 兵 庫 3.40大 阪 4.85埼 玉 6.39
3千 葉 93 北海道 130 大 阪1.53 茨 城 2.11神奈川 4.73茨 城 6.36
4静 岡 81 茨 城 126 兵 庫1.44 埼 玉 2.03碕 玉 3.90大 阪 5.05
5栃 木 80 栃 木 107 栃 木1.27 神奈川1.95 茨 城 3.47兵 庫 4.98

6茨 城 68 岐 阜 95 埼 玉1.24 栃 木1.76 栃 木 2.38神奈川 473l
7埼玉JII 54 静 岡 89 茨 城 1.15大 匝1.60 兵 庫 2.11栃 木 3.31
8神奈 52 |長 野 静 岡1.06 重1.46 福 岡1.85 沖縄 3.03
91長 野 埼 玉 79 福 岡 0.84沖 縄1.43 東 京1.79 群馬 ~.~~I
10 岐 阜 50 群 馬 77 重 0.83群 馬1.42静 同1.78 愛知 2.27

11 f'iii 同 48 福 島 73 滋 賀 0.82山 梨1.22 愛 知1.69香 JlI 2.25 
12 群 a弓 43 重 68 愛 知 0.74静 岡1.21 滋 賀1.60 霊 2.21
13 大 阪 42 広 島 64 香 JII 0.74 香 JII 1.07 香 JII 1. 55 福 岡 2.15
14 重 41 福 同 53 群 馬 0.72岐 阜1.07 重1.26鯵 岡 2.04
15 広 島 41 神奈川 52 東 京 0.69奈 良1.01 群 馬1.19滋 賀1.86 

16 戸S且L 知 40 愛 知 52 奈 良 0..64愛 知1.00 山 梨 0.85山 梨1.86 
17 福 島 35 山

梨山
47 京 都 0.63福 岡 0.98泉 都 0.84東 京1.79 

18 岡 山 35 岡 47 山 梨 0.56滋 賀 0.96奈 良 0.82岐 阜1.37 
19 山 口 33 大 阪 43 岐 阜 0.52広 島 0.89沖 縄 0.77奈 良1.30 
20 滋 賀 32 宮 城 39 岡 山 0.52京 都 0.86岡 山 0.75広 島1.21 

21 宮 城 30 山 口 38 山 口 0.50岡 山 0.77山 口 0.70京 都1.14
22 京 都 28 熊 本 37 石 JII 0.45 石 JII 0.72 石 JII 0.67 岡 山1.11
23 新 1易 27 滋 賀 36 広 島 0.44福 島 0.70岐 J;1 0.67 石 m 1.07 
24 熊 本 26 京 都 36 宮 城 0.37東 京 0.69宮 域 0.64}長 野 rn
25 愛 媛 25 奈 良 34 沖 縄 0.36匝 野 0.64|広 島 0.60福 島1.01 

26 奈 良 24 新 r易 33 熊 本 0.36山 口 0.59恒 野 0.571佐 賀1.00 
27 山 3aFK リ 22 沖 縄 33 |喜 野 0.361熊 本 0.53熊 本 0.57宮 城 0.87
28 東 京 21 鹿愛児媛島 32 愛 媛 0.33宮 城 0.51{主 賀 0.56熊 本 0.84
29 大 分 21 27 和歌山 0.31{左 賀 0.44~司L 媛 0.46山 ロ0.84
30 和歌山 20 和歌山 25 福 島 0.31，鳥 取 0.43長 崎 0.46富 山 0.67

31 鹿児島 18 大 分 23 ，鳥 取 0.29和歌山 0.41福 島 0.44長 崎 0.59
32 長 崎 17 香 JII 22 長 崎 0.27愛 媛 0.38和歌山 0..41，鳥 取 0.58
33 岩 手 16 東 京 21 {左 賀 0.25富 山 0.37烏 取 0.39鹿児島 0;56
34 香 JII 16 長 崎 21 大 分 0.23鹿児島 0.36新 潟 0.34愛 媛 0.54
35 石 JII 14 石 JII 20 新 潟 0.22長 崎 0.34大 分 0.32和歌山 0.54

36 {左 賀 13 岩 手 19 徳 島 0.19徳 島 0.31鹿児島 0.29新 潟 0.42
37 沖 縄 13 宮 崎 19 鹿児島 0.19新 潟 0.28徳 島 0.25徳 島 0.41
38 青 森 12 佐 賀 16 福 弁 0.16大 分 0.25福 井 0.22大 分 0.351
39 宮 崎 12 山 形 15 宮 筒 0.14宮 崎 0.25富 山 0.22宮 崎 ~.~~I
40 秋 回 11 青 森 14 北 海 道 0.13福 井 0.21北海道 0.20福 井 0.28

41 ，鳥 取 9富 山 14 富 山 0.12高 知 0.18宮 崎 0.18北海道 ~.~~I
42 徳 島 9鳥 取 13 青 森 0.11北海道 0.17青 森 0.17青森 0.22
43 高 知 9秋 回 13 高 知 0.11

青山
森 0.14高 知 0.13高 知 0.21

44 山 形 8徳 島 13 岩 手 0.10 形 0.14岩 手 0.13山 形 0.20
45 'H吉ヨr 山 8高 知 12 秋 回 0.07島 根 0.14平え 田 0.10島 根 0.18

46 福 井 7島 根 10 島 根 0.07岩 手 0.13島 根 0.09岩 手 0.16
47 島 根 7福 弁 9山 形 0.06秋 田 0.09山 形 0.08秋 国 0.13

全国 1.582 2.324 0.40 0.66 0.62 1. 01 
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県内ゴルフ場平均雇用、経費等の状況

ゴルフ場区域平均面積 8 2. 2 h a 

4z2= h 員 ffi!J の }!IJ メンパ一市j 3 6カ所 ノfプリック申j 6カ所

メンバー制ゴルフ場平均会員数 1. 4 0 4 人

年間平均利用者数 31. 539入(左の内訳 県内客 51 % 県外客 49 %) 

年間平均稼働日数 234 日

オートカート使用 有 3 0カ所 無 1 2カ所

従 業 員 の 居 住 i色 区 分
雇用区分 従業員数

ゴルフ場所在 近 隣 そ の 他
従 市 町 H 市 町 キす 県 内 県 外

業 常時麗用 3 6 (7)人 2 2 (3)人 1 1 (3)人 2 (1)人 1 (0)人
トー

員 臨時雇用 4 0 (27) 2 2 (13) 1 3 (10) 1 (1) 4 (3) 

雇 アルバイト 1 1 (7) 6 (4) 3 (2) 1 (0) 1 (1) 

用 計 8 7 (41) 5 0 (20) 2 7 (15) 4 (2) 6 (4) I 

全従業員年平均給与額 2. 1 2 5千円

経 費 の 支 出 先 区 分
区 分 金 額

ゴルフ場所在 近 隣 そ の 他
市 町 村 市 町 宇す 県 内 県 外

経 人 件 費 154.338千円 6 0 % 3 5 % 4 % % 

農薬・肥料 15.408 2 3 2 4 1 7 3 6 

その他購入 75.471 4 5 3 0 9 1 6 

国定資産税
等 42，051 6 0 4 0 

|費
賃借面積 4 8 ha 
地 代 12，147 8 4 1 2 。 4 

委託料等 l 22，471 3 6 1 3 7 4 4 
'-ーーー

56.834 その他 | 3 9 3 7 6 1 8 

H 378.720 5 2 2 8 1 0 1 0 

7 資料

注 l 県内ゴルフ場へ照会話査し、回答があった 42ゴルフ場の昭和 63年実績の平均を 18ホー
ル換算した.

2 従業員獄中、 「常時雇用」は年間を通じて雇用されている者、 「臨時蔑用」は稼働期間のみ
雇用等で雇用期間がとぎれる者、 r 1)~J\.-{ト」は繁忙期等に短期日雇用される者の区分によって
おり、 ( )内は、キャディーの内数である。

3 経費務中、 「その他購入費」は食堂・売庖仕入、水道、ガス、化駐品等の購入費(電気料は
除く. )、 「固定資産税等」は固定資産税及び娯楽施設利用税、 「委託料」は農薬散布、除草、
食堂等の委託経費、 「その他」は宿泊施設等についてそれぞれ計上している.

ゴルフ渇の地域への経済効果推計(18ホールの lコ"Jl.7場当り)
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106百万円{税を除く経費の各項目の計)
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コ'ノレフ九島における産主主語悶巴ネ斗章容につ v、て

ゴルフ~における昭和62年tn:の瓜自民・肥料等使用状況の調査を突憶した結果の概要は次のとおり.
銅査対象ゴルフ~ & 0 か所
ゴルフ瑚コース面積 2.868.7 ha (グリーン 3.296、ティー 2.496、フェアウェイ 38.396、ラフ 47.896、その他 8.396) (表 1 ) 

現 目

1 o.~猿について

(1) f1I!矧(表 2)

自主 県

①使用組矧は、殺閣制 37祖矧、殺虫剤 25稲矧、除草剤 32fm矧、
計 94紐矧であった.

多くのゴルフ渇で使用している股撲は、
殺簡剤有限鋼、 TPN、チウラム、キャブタン
殺虫剤 DEP、ダイアジノン、 MEP
隣草剤 トリクロピJレ、アシュラム、 SAP

② IIJ刷物の使用については、
毒物 劇物 普通物

殺凶剤 。 。 3& fm 
殺虫剤 l樋 18 fJl 6掴
除草剤 。 。 31 fm 

③魚、fIl性については、
A 矧 B 頬 B-sAA C 矧

殺菌剤 10樋 11稲 。 14組

殺虫剤 4栂 13稲 6fm 3栂
防草剤 17稲 1qm 。 。

@ 邸採取締法による笠録の有無は、 n録がないものが 3fffi煩あった.
PS-304 (1かPn. 36 .e 殺菌剤として使用 ) 

ダイオーソ ( 7か所 638 kg ". 
ソウル:>ン ( 1か所 400 kg 除草剤として使用 ) 

登録はあるが芝問の迎用のない股孫は 24佃あった.

鋭 ，明

滋物・刷物の使用は、殺虫剤のみである.

略物はEPNであるが、とれについては登録政
裂ではあるが芝用の登録がないので、今後は使用
しないよう指糊する.

殺回目剤、殺虫剤で魚、毒性C矧及びs-s頬の使用
がある.

~{tm.誕の脱却iについては、いずれも現在販売さ
れておらず、昭和 63年度は使用されていない.

. !主餓はあるが、芝周の迎用がない腹自民は、一般
的には、稲、りんご、きゅうり等に使用されてい
るものである.

同
諸

co 



唄 目 S自 果 説 砂i

( 2) /LI!i刺史HJ1il
(表3""'5) ① ゴルフ喝のIL~郊の総使用鼠( 50か所、)は、

i!lt: 1iJJ 16. 193 ~ 
粉剤・水利高IJ~ 97. 277 kg であった.

また、 lゴルフ渇当たりの平均使用置は、
減 削 324~ 
m剤・水利削~S-: 1.946・kg であった...・H ・..(表3)

ゴルフ場の民凝使用鼠は、県内の良薬総販売量
(民政部調)の O.&8 %に当たる.

崎玉県の良薬使用量調査結果 (63.8) 

Aゴ仰場 41 ~ 1. 406 kg 
B ゴJ~1 場 2. 026 ~ 2.698 kg 

】
印

l

- 山梨県の良薬使用盟調査結果 (63. 10) 

22 :1P11場平均 1. 6QO kg 

@ 凶弾iの成分使用鼠は、 35.620 kgであり.その内訳は、 I. 殺菌剤!の使用が特に多く 67.5%を占めている.

~~出I 1iJJ 23.076 kg (67.6") 
3見出資 5.322 kg (16. 0%) 
防1i'.:1'í~ 6. 222 kg (17. 6%) であった・・・(表3)

<3> 1ゴルフi目当たりの平均間部成分使用鼠は 710kgである.・・・(表3) I・ ゴルフ場によりパラツキが目立ち、 18*-J~ 換算
( 1ゴルフ助平均コース面積 57.4ha ) で 97kgから 1.378kgまでの使用があった.

( 1ゴルフi日平均ホール散 20:8 $-)¥0 ) 

@ エリヤ別の成分{史川股は、 I • グリーンはコース面積では 3.2%であるが、
グリーン 21.498 kg(60.6 ，，) .ティー3.835kg(10. 8 " )、 | 成分使用置では 60.6%を占.めている.
フェアウェイ 6.367 kg(17.9 ")、ラ フ3.347kg( 9.4")、
その他 473 kg( 1.4")であうた....・H ・.(表4)

また、税関白11は、グリーンに 82%、ティーに 13%散布されている.

殺虫剤は‘グリーンに31%、フェアウェイに 28%倣布されており、

~;jl 1t( 1'í 11は、フェアウェイに 61 %、ラフに 34%が散布されている.
. (表4)
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( 3)官四 (表 6)

c;' I 2 肥料について
目冒 (公7"-'9)

( 1 )総他日lfi1
(;& 7) 

@ コース団関 1ha当たりの平均成分使間盟は、 12.4kgであった.

エリヤ別のIha当たり平均成分使用車は
グリーン 234 kg/ha ( 1 トJ~ 当たり 20.7kg ) 
ティー 66 kg/ha ( JJ 3.7kg ) 
フェデウェイ 6 kg/ha 
ラフ 2 kg/ha 
その他 2 kg/ha であった I.t'" ••• (茨4)

生産芝と比較すると、 Iha当たりの成分使用3

Eはゴルフ喝の 12.4kg/haに対し、生産芝は
143.8 kg/haであり、ゴルフ場の使用車の11.6倍
となっている

ゴルフ湯のグリーンにおける 1ha当たりの

成分使用盟は、生産芝の1.6倍である.

(表 5)

山部の官-凹については、全ゴルフ幼において管理責任者を設置し、保管障を|・ おおむね迎正に管理されている.

附え、施錠して官印している.

ゴルフ喝の白泊肥料の総偵111m(50か所)は、 2.602りである.

( 2) 1ゴルフ羽当たり平均 I1ゴルフ助当たりの皆泊肥料の平均使用量は、 62.046kgであった.

{史川血
成分庶は、 筑紫成分 4.000kg 

リンJ&分 4. 727kg 
カリ成分 3. 760kg である. ・・・・・・ (表7)

(到来成分はN、リン成分はP.O.、カリ成分はK.0 以下同じ)

なお、普通肥料の使用田はゴルフi易(~8 トM~lf.)により 6. 133 kg (霊祭
444 kg. リン 467kg ‘カリ 433kg )から 99.995kg (窒素 4.414kg‘ 

リン 6.423kg 、カリ 4.119kg)までの使川がある.

ゴルフ助の肥料使用屈は、県内の入荷実績

政鼠約四万 6千トi(民政部調)の 0.88%に当た
る.

山梨県の使用量調査結果 (63・10)

221M場平均 57.881 kg 

ゴルフ羽により使用血の差が大きい.



口
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現 日 M 県 税 明

( 3) 1 ha当たり使用盟 1 ha当たりの普迎肥料他川置は、 907kgであった. 1 ha当たりの生産芝の普通肥料使用量は、

2.200 kg/haであり、ゴルフ場での使用車は、

成分凪は、 議来J&分 70 kg 生産芝の41%程度である.

リン成分 82 kg なお、ゴルフ湯のグリーンにおける lhu当たり

カリ成分 66 kg である. ... ..・(表8) の使用車では、生産芝よりやや多い.

(表 9)

3 着色1i1Jについて
(袋 10) 

(1)使用ゴルフ場敵 着色WJを使用しているゴルフ揚は 17か所であった.

(2) 着色剤の阻頼~ 阻航 -サンレックスグリーン 976 kg ( 12か所で使用) . サンレvクスグリーンが 75%を占めている.

-ローングリーン 118 .e ( 2か所で使用)

-ターフグリーン 82.e ( 2かPfrで使用)

-プレイゾン 100 .e lか所で使用)

-マラカイトグリーン 20 kg lかPnで使用)

使川均所 グリーンのみで使用 12か所

グ1)サ・1uウェイ等で使用 4かPn
グリーン以外で使用 lかPjf

使mm グリーンでのfilfmm 190 .e. 802 kg . 約 77%がグリーンで使用されている.

グ1)サ'11.7ウェイ等での使用盟 110 .e 、 194 kg 
31・ 300 .e 、 996 kg 

(2 )マラカイトグリーンは、 62年度に lか所で使用していた. . 現在マラカイトグリーンを使用しているところ

附~U 63年限 {史川ゴルフij;}なし はない.

昭平日 62年度 lかPJi
昭和 61年度 2か所

一一一一
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l 主な制査結果

( 1 )脇謙i取締法による畳録のない間部の使用があった.

( 今回の銅査によって使用がI~J らかになった限立銀の肌捕は、いずれも現剖臨主されておらず、昭和 63 年瓜は使用されていない. ) 

(2 )芝問として畳鋭のない民主Eの使用があった.
( これらの山猿は、いずれも山{~:!I~川として登録されているものである. ) 

(3)政務の{lI!fl]血について、 u団々 のコ・ルフltlによって病世出 .nf(iの先生状況が異なるため、多いところと少ないところの差が大きい.

(4)グリーンでの出磁の使用が多い.

2 今後の県の対応方針

(1) aa~の安全迎正な{即日のために県綱を定め、!旨思していく.

• ~ll畳録脱却iや芝川の迎111のない副部は似J1lしないこと.
.間部表示lJf，項を迫守すること.

.IlU~~取阪責任者を限くこと.

. 1!Qi車{史川状況の記録収mを抑え付け、{l1!111状況f~告をすること.
-必盟に応じて水質is1rtEを行うこと. など

(2) 魚敵性の強いものあるいはiIl物の使用については、使川に当たって特に悶怠する必盟があるので、今後、個別指導あるいは研修会を行い、安全適正な使用を指導する.

(3) 芝への出採総使用Eについては、現在基叩がないので、今焼、国ヘ基tVlの{物或を虫盟する.

(4) 血部の使用盟については、特にグリーンでの使s1mが多く、町聞は 3.2%にすぎないが、コツレフ場全体で使用する腿薬(殺菌、殺虫、除草剤)の 60.5%を占めている.

今後、芝の防除甚t¥'lについて、 au政UIIで研究する.

(5) 1肥料については、水質に影響を及ぼす羽合も考えられるので、開盛会得において適正な即日を指導する.

(6) 着色剤について、マラカイトグリーンは、昭初 63年Laは使用されていないが、今後も使用しないよう指導していく.

{也の酒色行IJについてはiU性等をさらに嗣査し、政担があればその使用方法について指導していく.
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袋 2 使用良~の種紙

殺11l1¥lJ 殺虫剤

下¥
VH!IJ 

刷物

~u-泊物

合計

A B 。。
o I 11 

4 2 

4 I 13 

B -5 C ut 

D 

4 3 I 18 。。6 

5 3 I 25 

{注仇物刷物・・・強鰐怒号に綿ラとク舗誌をとた*~i' 靴の強さは、
oi1J.VJ位

A m ..・ 通常の飢川方法でInJmはない.

B 矧 V222E11球5塁手2ナないが、一時に広範凹に飢JH

B -5凱山 B矧中でも特に注窓するむの.

C 矧 B312723222i223H122史的君臨員

決 3 ゴルフ喝の民来年間使用E

お............. 尽 粗筋t 殺虫剤

ゴルフ織の 7fl1t 同祖

総使(5用0量かrJT) 1. 487.e 6. 513.e 
32栂 12f.l! 
47. 883kg 37. 887kg 

(A) 災37湿 突25程

向(構上成成比分)量18) 
23.976 kg 5.322%kz } 

( 67.5 %) ( 15.0 

lゴルフ喝 30必 130 .f 
当たりの平均
f畑 盛 (A山} 958 kg 758 kg 

成向分町上民的 480同 106 kg 

表 4 エリヤ別良識成分使用量

〉ぐ!
グリーン ティー 1üfJ~-
91. 7ha 70.0ha 1097.1ha 

( 3.2) ( 2.4). ( 38.3 ) 

成分使用量 21.498k%g ) 
(60.6 

3.835k%z ) 
(10.8 

S.367k%z ) 
(17.9 

、
ha当たり成分E 234kg/ha 55kg/ha 6kg/ha 

殺菌斉腕扮量 19.681k%z ) 3.1l3kg 1. 097kg 
( 13.0%) ( 4.5 %) 

ha絞り成分量 214.6kg 44.5 kg 1.0 kg 
内

殺虫剤或分量 1.669 552 1. 498 、
(31.4 %) (10.4 %) (28.1 %) 

加絞り成分量 ー 18.2 7.9 1.4 
訳

除鞘1JJi紛量 148 170 3. 772 
(2.4%) ( 2.7 %) (60.6 %) 

ha妹。成分庇 1.6 2.4 3.4 

除草剤 計

10fllt 30f.l! 

22 
極8.193.e 61>祖16.193.e 
11.507kg 97. 277kg 

災32種 災94種

6.222%}tg } 35.520%k } 
( 100.0 

164 .f 324 .f 

230 kg 1.946 kg 

124 kg 7lOkg 

ラフ その他 計
1376.0ha 233.9 2868.7ha 
( 47.8 ) ( 8.3) ( 100 % ) 

{39.. 347kz 473 kg 35.520 kg 
4% ) (1. 4 %) ( 100% ) 

2k&/ha 2kg/ha 12.4kg/ha 

19k9 66kg 23.976 kg 
(0.1% ) ( 0.3 %) ( 100% ) 

O.Okg 0.3 kg 8.4 kg 

1. 213 390 5.322 
(22.8 %) ( 7.3 %) ( 100% ) 

0.9 1.7 1.8 

2.115 17 6.222 
(34.0 %) ( 0.3 %) ( 100% ) 

1.5 0.1 Z. Z 



荻 5 lha当たり銀系成分量合計の生産芝との比校

殺uJ1'ilJ 剤
一
畑
一
附

草・一

(単位匂Iha) 

計

143.8 (9間

12.4 (11間

表 8 エリア月11の，tt通肥料R山II量 単位 Kg

殺虫剤

ヤぐ!
グリーン アイー フェアウェー ラフ その他 計|

91. 71la 70.01la 1097.11la 1376.0ha 233.9ha 2お8.7ha
( 3.2) ( 2.4) (ぬ.3) (47.8) (8.3) (100 ~ ) 

{I~m即日量 225.511 147.591 1.258.766 880.m 22.680 2.602.280 I 

llla当たり{~鼠 2.459 2.108 1.147 640 97 907 

質 {~nJit. 15.481 10.6凶 94.545 71.408 1.466 199.982 
集

内 lha当たり 169 152 86 52 6 70 

リ f却H量 20.982 13.378 112.474 81.336 1.130 236.373 
ン

lha当たり 229 191 103 59 5 82 

訳 カ 使用量 16.532 10.287 鈎.261 62.831 1.038 1ω.013 
リ

lha当たり 180 147 82 46 4 66 

51. 0 (2朋 I59. 0 (3問

E 4 (6HO I 1. 8 (2f<:lll 

牢生産芝の段涼使用血は、県民政flIl.'lI:~ぺ. 
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(2lR!物・刷物の保管状況

E、コ
o 

決示を行い、 ruをかけて保管している 38か所 76% 

袋示のみを行って保管している

荻原を行わず、鎚をかけて保管している 1 2 24 

決示、!J~1立無いが保管1百却に保管している

保管制等1;1無い

{} n 50 100 

袋 9 1 h a当たり使用Eの生庖芝との比較
(単位kg/ha) 

kdて 普通臨ヰ見粉内訳
世咽肥料

~ m リン カ

コソレフ喝のかFtH虫色)li 2.602 t 200 t 236 t 188 t 
flJ:m (50 
lゴルフ期当た 52.046 kg 4.000kg 4.127kg 3，760kg 
りの平均使日1m
lha当たり 907kg/ha 70kg/ha 82同/ha 66kg1ha 
(J-A而fj'l)の

平均{必11m

ドミ 普迎肥料成分内訳
普泊肥科

室銭 リン カ リ

生産芝 2，200 116 176 176 

ゴルフ羽芝 907 70 82 66 

浪 7 ゴルフ喝の普沼民間の年間使用血

生注芝の肥料使用塁は、県農政邸調べ

{烈.t:成分はN、リン成分1:1no.t、カリ成分はK，()の1止である.以下I司じ)
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設10 着色7iI/の争政R及び即slil

着色刑 名 使H]lt}故

サンレックスク.リーン 12 

ローングリーン. z 
ターフク.リーン 2 

プレイゾン

マラカイトグリーン

8t 実 11
し一

使用量 使用即R

976 kg グリーン

118 t ク.リーン

82 t グリーン

100 t フ品アウェイ

20 kg 7ùfJ~~';7 

300 t 
996 kg 



資料 9-1 ゴルフ場開発に関する主な法規制

区 分 法 % 規 制 内 n廿-

自然公園法 国立、国定公園の特別地域 行為の許可(原則不許可)
H 普通地域 行為の届出

県立自然公園条例 県立自然公園の特別地域
H 普通地域 国立、固定公園と同じ

県自然保護条例 県自然環境保全地域特別地域 行為の許可(原則不許可)
自然保護関係 H 普通地域行為の届出

郷土環境保全地域 行為の届出
大規模開発調整地域 行為の届出

県環境影響評価指 一定規模以上の開発行為 環境アセスメント
導要綱 準備書、評価書の提出
鳥獣保護及び狩猟 特別保護地区 木竹伐採等の許可
ニ関スル法律

内

森林関係 本"""草 林 法 地域森林計画対象民有地 林地開発許可
保安林 保安林指定解除

農業振興地域の整 農用地区域 原則不可
農地関係 備に関する法律

農 地 法 農地、採草放牧地 転用許可

河 JII 法 河川区域 占用許可
河川保全区域 工作物新築、土地の形状変

更許可
県土木取締条例 河川敷地、沿岸地 同 上

土木関係 砂 防 法 砂防指定地 向 上
地すべり等防止法 地すべり防止区域 向 上
急傾斜地の崩壊に 急傾斜地崩壊危険区域 向 上
よる災害の防止に
関する法律

都市計画関係 都市計画法 都市計画区域 開発許可
建築基準法 用途区域 建築制限

文化財保護法 埋蔵文化財包蔵地 発掘届出
文化財保護関係 史跡名勝天然記念物 現扶変更許可

県文化財保護条例 県史跡名勝天然記念物 向上

国土利用計画法 都市計画区域内の一定規模
国土利用関係 以上の土地取引 土地取引の届出

公有地の拡大の推 都市計画区域内の一定規模
進に関する法律 以上の土地譲渡 土地譲渡の届出

ゴルフ場開発

(県環境影響評価
指導要網による環
境内スメントは、加ha
(都市計画区域m

ha)以上の場合)

ゴルフ場開発に係る手続き涜れ

.11  一----， 1他法制許認可等|
十開|→|長野県環境影響評価指導要綱!→

発
行| 調→調→準一一一ーー+知→環 |長野県自然保護条例|
為| 査査 住 技 事 境
等l 等等備民術の影 環: 行 自
調! 実実 の委意響 境→為→然
整| 施施書意員見評 膨 の 保
会l 通 見会書価響届護
議l 知 意書調出協

L-.J 見 査定
、、J

「
事
業
の
実
施
]

資料 9-2
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住民窓見書

市町村長の意見

「ーーーーーーーーーー寸
!公箆会開催の公告 l

(2週間前まで

(知事)

|公箆会開催!

技術委員会

知事意見書

評価審

{知事}

事業者は、調査を実施するときは通知しなげればなりません.

水質、動植物、地形・地質等について行ないます.
項目によって l年は調査が必要です.

l年(四季}を通じた調査結果を提出する.

縦覧期間の 1か月間というのは、周縁の仕組みのある現行法令中、
是も慎重な手続きをとっている「農業援興地減の整備に関する法律」
を参考にしています.

事業者は、関係の地域の住民に対し、環境影響評価準備書について
説明をします.

関係住民からの意見は、事業者が自ら環境~響評価を行う擦に把握
できない環境情報が考えられるので、関係住民の生活体験に基づ〈
環境情報を提供してもらうことと、環境に及ぼす髭響についての関係
住民の懸念をiZくために行われます.

{意見書提出期潤 綾覧期間中及びその後の2週間}

現在、要綱の運用上、公lZ会の開催公告は必ず行い、公述の申し出
がない場合のみ開催が取り止めになります.

知事の意見書を作成する際、学議経験者で緯成する技術委員会の
意見をlZきます.

知事は、公害の防止及び自然環境の保全の見地から、関係住民及び
関係市町村長の意見を考慮し、また筏術委員会の意見を底き意見書を
作成し‘事業者に通知します.

事業者は、住民の意見書及び知事の意見書に応えた評価審として
提出します.

知事位、提出された環境彫響評価審を 1か月間公告・縦覧します.

知事は許認可等の権限を有する者に環境彫響評価の内容について
配慮するよう要請します.また、自ら許a可等をする場合は評価審の
内容について配慮します.

「ーーー一一ーーー寸-昌「ーーーーーーーーー・1
l許認可等申請 I 許認可権者 l 公告・縦覧後、事業者は各種法律の許可認可等を得て工事にはいり
L_ーーーーーーー」恒一1.._ーーーーーーーー」 ます.

事業着手後においても知事は工事等の状況について報告を求め、
また立入調査等を実範します.また、環境~響評価に著しく相違する
行為などがあった場合は勧告やその公表も行います.

円

Jn
L
 



資料 1 1 県自然保護条例上のゴルフ場開発の基準改正内容
「一ーー『ーーー

項 目 改 正 内 自官令 改 正 理 出

ゴルフ場開発行為による自然環境保 ゴルフ犠開発のような大規模な開発
全上の影響については、行為地の市町 はその自然環境への影響については、

自然環境 村全域について判断するものとする. 開尭地の市町村全域において判断する
保全上の また、この判断に際しては、市町村 ことが必要である。
要件の判 の土地の利用と調和することも考慮す また、この判断においては、当該市
断基準 るものとし、これに基づき市町村長の 町村の土地利用に関する長期的構想等

同意を求めるものとする。 との調和についても考慮することが自
然環境保全上からも必要である。

地形勾配が30度を超える急傾斜地に 別荘団地については、 30度を超える
地形勾配 おいては、原則として土地の形質変更 傾斜地を保存緑地として残存させてお

を認めない. り、ゴルフ場についても適用すること
が適当である。

移動土量が 150万nr(18本ー舟換算) 自然の改変を最小限にとどめ、災害
移動土量 を超える開発は認めない. につながるおそれのある悪条件での開

、
発を抑制することが必要である.

現存する樹林は、開発区域の40%以 本ー晶聞の森林を一定の幅以上で残置
上原則として現状のまま残置させ、そ させ、開発区域全体に配置させること

残置森林 の樹林は原則としてが晶間及び開発区 が必要である.
域の周辺部に20m以上の幅をもって残
置させる.

檀高1，6∞m以上の地域においては 値性回復力の弱い亜高山帯における
標 可I司書・ 土地の形質変更を認めず、現存する樹 ゴルフ場開発を抑制することが必要で

林を現状のまま残置させる. ある.

最近のゴルフ場の造成状況
地形勾配 移動土量

開発区域のうち 30度以上 移 動 土 量
の傾斜地の占める割合 箇所数 ( 18 ~H" 換算} 箇所数

10%未満 6カ所| 日万d未満 0カ所

10%以上-20%未満 3 日万d以上-100万d未満 5 

20%以上-30%未満 2 l∞万d以上-150万d未満 4 

30%以上 1 150万d以上
一一3一 一J

標 高

ゴルフ場のコースの最高地点、の橿高 既設 造成中 計画中

1. OOOm未満 28カ所 4カ所 1 2カ所

1. OOOm以上-1. 200m未満 1 0 2 

1. 2 0 0 m以上-1. 400m未満 9 4 
1---

1. 400m以上-1. 600m未満 2 4 3 

1. 600m以上 1 。 。
計 5 0 1 1 2 0 
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0長野県告示第93号

ゴルフ場における農薬等の安全使用等iζ|某|する指場要綱を次のとお

り定める。

平成元年 2月9日

長野県知事吉村午良

コツレフ場における農薬等の安全使用等11:Illlするm将要綱

(目的)

第 1，条 ζの要綱は、コツレ7!tl11:おける出薬及び特色M (以下rr.liJll等」という。)の

安全かっ適正な使用等の健保弛ぴ 11:/:l~~のlI!m11: I'roう周辺Jl;1墳の汚染の防止を図る

ために必要な事項を定め、もってa.atr;;による被評を防止するとともに、良好なJl;1t;l

の保全11:寄与することを目的とする。

(定義)

第2条乙の要綱11:おいて「農薬」とは、位置E取締法・ (ifßf日23仔:法f1t第82~弘以下「法」

という。)第 l条の 211:規定する胞:艇をいう。

N
m
l
 

2 ζの要綱において「事業者Jとは、県内11:llIJ設されたコソレフ場を経営している者

(コ.Jレフ拐の造成工事の発注者を含む。)をいう。

(農薬の購入)

第3条 事業者は、農薬を使用するときは、法第2条又は節目条の2の規定による笠録

を受けた農薬を、法第8条のk見定による脳出を行った|仮売業者から総入するものとす

る。

(農藁表示事項の遵守)

第4条 事業者は、農薬を使用するときは、法第7条に周定する適用病害虫の範囲及び

使用方法、使用上の注意事項その他のK:l1lfi表示Jlf.lfiを避守するものとする。

(被害防止対策の徹底)

第5条 事業者は、農業等を使用するときは、気象、地形等のmtfl条件を考慮し、ゴル

フ場の利用者、従業員、周辺住民、農薬等散布従明者、周辺河川等lζ対する十分な被

害防止対策を講ずるものとする。

(腹自E等の保管)

第6条 事業者は.Qilll等の盗館、紛失.飛1&.ìl，i tU~を防止するため、般車E等を適正

IC保管するものとする。

(防除等の委託)

第7条 事業者は、病害虫又は雑草の防除~を委託するときは、法mll条の規定による

届出を行った防除業者IC委託するものとする。

(農業等取仮責任者等)

第8条 事業者は、農i1l¥等取彼責任者を置き、鹿薬等の安全かっ適正な使用及び適正な

保管11:当たらせるものとする。

2 事業者は、農薬等取扱責任者を置いたときは、 30日以内にその氏名等を知事11:報告

するものとする。報告した事項11:変更を生じたときも、同様とする。

3 事業者は、農薬等使用記録簿を備え付け.農薬等の使用の都度その使用状況を記載

し、 3年間保存するものとする。

(農薬安全使用研修会)

第9条 事業者は、農薬等取仮責任者を、知事が仔う農薬安全使用研修会11:参加させる

ものとする。

(庖薪等の使用状況の報告)

第10条 事業者は、毎年4月30日までに、前年度の農薬等の使用状況を知事11:報告する

ものとする。

2 知事は、必要があると認めるときは、J1!!1lfi等の使用状況について、事業者11:対し報

告を求める乙とができるものとする。

(水質監視等)

第11条 事業者は、ゴルフ湯の調節地等11:魚類を飼育する ζと等11:より水質を常時監視

するほか、ゴルフ場からの排出水等の色及び臭気並び11:周辺動植物の異常の有無につ

いて常11:注意を払うものとする。

2 事業者は、前項の水質監視等の結果、異常が認められたときは、直ちに、ゴルフ場

の所在地を管絡する保健所の長11:迎絡するとともに、その原因について調査し環境保

全対策11:努めるものとする。

(水質測定). 

第12条 知事は、飲料水等IC影響を及ぼすおそれがあると認めるときは、事業者11:ゴル

フ織の排水口、調節池等11:おいて、水質測定の実施を求める乙とができるものとす

同
主

'・4

ト3

る。

2 事業者は、前項の規定による水質祖11定の結果を知事IC報告するものとする。

(市町村長との迎悦)

第13条 知事及び市町村長は、必要IC応じ農薬等11:関する資料を相互に提供するものと

する。

(初目1])

第14条 乙の要綱11:定めるもののほか、乙の要綱の実施に関し必要な事項は別11:定め

る。

附則

ζの要綱は、平Tu1ド4J11日から施行する。



資料 1 3 ゴルフ場総量規制等の各県の状況

規 制 県 名 規 制 の 内 勾廿ー

神奈川県

凍 結 栃木県 新、増設の全面凍結

東京都

兵庫県 原則として新規受付停止
原則凍結 ただしリソヒト関連、過疎市町村等を除く

埼玉県

県土面積比 市町村面積 総 数

千葉県 1-3% 

1市町村 l場
茨城県 l場の追加可能

一
奈良県 1% 4% 

山梨県 2% 1市町村 l場
総量規制

岡山県 2% 

宮城県 2% 県総数50場

愛媛県 0.5 % 

鹿児島県 l市町村 1場

元年 1月現在
T一一一一一ーー

県士面積比 左の全
既設 合計

% % 国順位

1. 95 1. 95 5 

1. 27 1. 76 5 6 

0.69 0.69 15 24 

1. 44 3.40 4 2 

1. 24 2.03 6 41 

1.即 3.64 2 l 

1.15 2.11 7 3 

0.64 1. 01 16 15 

0.56 1.22 18 11 

0.52 0.77 20 21 

0.37 0.51 24 28 

0.33 0.38 28 32 

0.19 0.36 37 34 

-総量規制の規制方法については、各県でそれぞれの方法により行っているが、総量の数値等は確立さ
れたものはなく、それぞれ問題点をもっている.

-県土面積比率による規制(2県)・・・県内に開発地が偏在したり、早い者勝ちとなるとの批判があ
る。

・市町村 " ( 4県)・・・比率は各県により異なるが、現況で抑えた県が多い。
-総数(1市町村 l場)による規制・・・県内の特定地域に集中したため、 l市町村 l場としたが、需

要の有無を無視しているとの批判がある。

各県の規制の経過

規制年次 第一次規制 左記規制都県の現在の状況 新たな規制

4 8 -5 1 59-元年 60-元年

規 制の種類 規制 全面 総量 その 原則 総量i
解除 凍結 規 制 他 凍 結 規制

全面凍結 1 5 4 3 4 4 

総量規制 5 2 O 3 O 2 l 

言十 2 0 6 3 7 4 

現在規制都県数 凍結3 原則凍結2 総量規制8 I 

-昭和48年のオイルショック以降各県において規制が行われたが、第三次ゴルフ場ブームの中でいっ
たん緩和され、再び規制を強化した例もみられる。
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